
団体名　旧坂北村

１　一般会計及び特別会計の財政状況（主として普通会計に係るもの） （百万円）

地方債現在高
他会計からの繰

入金

一般会計 1,093.2 889.6 203.6 203.6 2,342.2 5.1

バス会計 5.0 2.3 2.7 2.7 0.0 3.7

住宅新築会計 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0

普通会計 - - - - - -

（注）  １．平成17年10月11日に旧本城村、旧坂北村、旧坂井村が合併し筑北村が誕生したことにより平成17年４月１日

       から平成17年10月10日までの旧坂北村の決算額をまとめたものです。

２　１以外の特別会計の財政状況（公営事業会計に係るもの） （百万円）

地方債現在高
他会計からの繰

入金
国民健康保険事業会計

（事業勘定）
（歳入） 22.1 （歳出） 20.0 （形式収支） 2.1 （実質収支） 2.1 0.0 12.1

国民健康保険事業会計

（直診勘定）
（歳入） - （歳出） - （形式収支） - （実質収支） - - -

老保会計 （歳入） 25.0 （歳出） 23.1 （形式収支） 1.9 （実質収支） 1.9 0.0 15.0

介護会計 （歳入） 54.1 （歳出） 49.1 （形式収支） 5.0 （実質収支） 5.0 0.0 14.1

簡易水道会計 （歳入） 106.9 （歳出） 36.2 （形式収支） 70.7 （実質収支） 70.7 704.7 47.7

合併浄化槽会計 （歳入） 22.9 （歳出） 47.7 （形式収支） △ 24.8 （実質収支） △ 24.8 220.5 9.1
うち特定地域生活

排水
（歳入） 22.9 （歳出） 47.7 （形式収支） △ 24.8 （実質収支） △ 24.8 220.5 10.0

差切峡温泉会計 （歳入） 44.2 （歳出） 41.6 （形式収支） 2.6 （実質収支） 2.6 0.0 10.0

　（注）　１．法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業です。

　　　　　２．不良債務が～百万円となるときは、「△～」と表記しています。

　　　　　３．平成17年10月11日に旧本城村、旧坂北村、旧坂井村が合併し筑北村が誕生したことにより平成17年４月１日

         から平成17年10月10日までの旧坂北村の決算額をまとめたものです。

３　関係する一部事務組合等の財政状況 （百万円　，　％）

地方債現在高
当該団体の
負担割合

４　第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況 （百万円）

当該団体から
の貸付金
（千円）

当該団体からの
債務保証に係る

債務残高
備考

　（注）　損益計算書を作成していない民法法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を記入しています。

５　財政指数

　（注）　実質公債費比率は、平成１８年度の起債協議等手続きにおいて用いる平成１５年度から平成１７年度の３カ年平均です。

当該団体から
の損失補償に
係る債務残高

純損益
（形式収支）

不良債務
（実質収支）

経常収支比率

実質収支
（不良債務）

備考

法非適用企業

当該団体から
の補助金
（千円）

歳入
（総収益）

歳出
（総費用）

形式収支
（純損益）

財政力指数

当該団体か
らの出資金

（千円）

資本又は
正味財産
（千円）

経常損益
（千円）

実質公債費比率

法非適用企業

実質収支比率

総収益
（歳入）

総費用
（歳出）

備考

備考

財政状況等一覧表（１７年度）

歳入 歳出 形式収支 実質収支

法非適用企業


